
会社社長の
(認知症)

「社長の意志を貫く」方法



◆死ぬ迄,手元に「経営権」
◆社長「遺志」で時期社長
◆会社の「安泰と成長」



(民法らち外)解決
の

 法定相続外の「引継ぎ」

   「有能者」が会社引継ぎ
   「家族信託」は信託法域



【認知症】ガイド
●身心保護は,

●金銭保護は,
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